
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
に
対
す
る
入
学
祝
金

問
子
育
て
支
援
課
こ
ど
も
家
庭
係　
☎
２
８
６
‐
３
１
６
３

　
令
和
５
年
４
月
に
小
学
校
ま
た
は
中
学

校
に
入
学
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児

童
に
対
し
、
入
学
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

※�

個
別
の
通
知
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
要
件
に

あ
て
は
ま
る
人
は
申
請
期
間
中
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
期
間
内
に
手
続
き
が

な
か
っ
た
場
合
は
、
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

対 

象
児
童
・
支
給
要
件　
基
準
日
（
令
和

５
年
３
月
１
日
）
に
お
い
て
、
府
中
町

に
引
き
続
き
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る

親
ま
た
は
養
育
者
と
生
活
を
一
に
し
て

い
る
児
童
で
、
基
準
日
に
お
い
て
次
の

い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
児
童

　
①�

両
親
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の

養
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
児
童
（
所
得
制
限
あ
り
）

　
※�

所
得
制
限
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
全

部
支
給
停
止
の
人
は
、
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
②�

両
親
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
も

し
く
は
養
育
者
が
身
体
障
害
、
知
的

障
害
ま
た
は
精
神
障
害
等
に
よ
り
、

生
活
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
家
庭

の
児
童
（
所
得
制
限
あ
り
）

　
③�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
児
童
（
所
得
制
限
な
し
）

申 

請
期
間　
２
月
10
日
㈮
〜
３
月
10
日
㈮

【
消
印
有
効
】

支
給
金
額　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

申
請
に
必
要
な
も
の

◆
申
請
者
名
義
の
通
帳

◆�
申
請
者
・
対
象
児
童
・
同
居
し
て
い
る

人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
通
知

カ
ー
ド
の
場
合
は
申
請
者
の
本
人
確
認

書
類
も
必
要
で
す
）

◆�

支
給
要
件
①
に
あ
て
は
ま
る
人
は
、
申

請
者
（
保
護
者
）
と
児
童
の
戸
籍
謄
本

（
申
請
日
よ
り
お
お
む
ね
１
か
月
以
内

に
取
得
し
た
も
の
）、
ま
た
は
児
童
扶

養
手
当
証
書

◆�

支
給
要
件
②
ま
た
は
③
に
あ
て
は
ま
る

人
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

支
給
日　
３
月
30
日
㈭

町からのお知らせ

ふ
る
さ
と
ふ
ち
ゅ
う

消
防
／
ご
み

図
書
館

カ
レ
ン
ダ
ー

ま
ち
の
わ
だ
い

く
ら
し
の
ガ
イ
ド

イ
ク
フ
レ

町
か
ら
の
お
知
ら
せ
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